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新しい地域おこし協力隊＆地域活性化起業人を紹介します！新しい地域おこし協力隊＆地域活性化起業人を紹介します！

那賀　早央里 さん（ふるさと納税担当）

井上　花野 さん（先端技術推進課）

近藤　正人 さん（移住相談センター）

秋山　康博 さん（森づくり課）

　「兵庫県出身、1995年に発生した阪神・淡路大震災を
経験。
　その際に地域のつながりや助け合いの精神を実際の現
場で学びました。
　その後愛媛県への移住をはじめ、全国のゲストハウス
十数か所を拠点に長期滞在をしながら地域の方と交流を
深める活動もしてきました。
　これらの生活経験を活かし、秩父の魅力を掘り起こし
て移住に興味を持つ方々への最適なアドバイザーになれ
るように頑張ります。」

　「地域おこし協力隊の秋山です。よろしくお願いします。
　４月より農林部森づくり課で自伐型林業の普及や森林
保全を目的に活動させていただいております。
　地域の方々と共に、この美しい秩父の山林を未来に残
すため日々努めていく所存です。
　現在、先輩隊員の下で自伐型林業の実践的な作業を
行っています。
　一日も早く皆様のお役に立てるよう頑張りますので、
何卒よろしくお願いいたします。」

地域おこし協力隊とは？
　都市地域から過疎地域等に住民票を異動し、「地域協
力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る
取り組みで、任期はおおむね１～３年です。

地域活性化起業人とは？
　地方公共団体が、三大都市圏に所在する民間企業等の
社員を一定期間受け入れ、そのノウハウを活かしながら
地域活性化につながる業務に従事してもらう取り組みで
す。

　「４月１日付で地域おこし協力隊のふるさと納税担当
として着任いたしました、那賀早央里と申します。
　出身は埼玉県美里町です。以前は東京都世田谷区に住
んでおり、都内のパン屋やカフェなどでパン職人として
働いておりました。
　秩父は子どもの頃から馴染みのある場所なので、移住
して間もないですがすでに居心地よく暮らしています。
協力隊として秩父の魅力を発信すると共に、秩父ならで
はの返礼品の提案や開発など、精力的に取り組んでいき
たいと思います。よろしくお願いいたします。」

　「秩父市でお仕事をするという機会をいただき、大変
うれしく思います。秩父市の豊富な資源や先端技術と物
流を掛け合わせて、新たな視点での活性化にお力添えで
きるよう、尽力いたします。」

　市では、総務省が推進する「地域活性化起業人」とし
て受け入れており、民間企業のノウハウや知見を活かし、
地域活性化に貢献していただきたいと思います。
１先端技術推進課☎２１－５５２２
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ヤマト運輸株式会社から
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　腕時計部品を軸とした精密工業を主体に昭和37年に
創業した同社は、下吉田、荒川贄川、小柱の市内３か
所に工場を有し、それぞれの工場で精密工業、電子部
品、カーエレクトロニクス製品等の開発製造をしてい
ます。自社で工程を見直すための不良部品の画像検査
装置を開発する取り組みや感応式信号機に活用されて
いる「超音波センサー」、「ペルチェ素子」といわれる
冷却ユニットを使うことで細胞分析が可能な医療用検
査機器の製造を行うなど、さまざまな事業展開を進め
られており、今後の新たな分野への挑戦がますます期
待されます。

　同社は昭和26年に創立し、木材業としてスタートし
ましたが、現在ではアルミ事業、LED事業、バイオ
センシング事業の３つの柱を中心に事業展開をされて
います。LED事業では、表参道や池袋西口公園での
イルミネーションイベントの経験を活かし、今冬の秩
父夜まちイベント「彩さんぽ」においては、夜の街中
の賑わい創出に貢献していただきました。
　また、「M

モ

ON
ノ

O G
ジ　ム

YM」というものづくり部門に共
通する基礎的技術を学べる訓練スペースを見学させて
いただきました。技術の標準化・人材教育につながる
先進的な取り組みに感銘を受けました。
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（株）タイセー（下吉田）

笠原社長の案内で画像検査装置を見学する北堀市長 柴崎社長からアルミ筐
きょうたい

体製造の説明を受ける北堀市長

（株）シバサキ（堀切）

市 長 の 企 業 訪 問
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市報ちちぶは、町会の皆さんのご協力で配られています。市役所総合窓口、吉田・大滝・荒川総合支所、
各公民館、文化体育センター、市立病院でも配布しています。

（令和６年４月16日現在）
 「民生委員・児童委員」は、民生委員法に基づいて厚生
労働大臣から委嘱された非常勤の地方公務員です。
 市内には、全８地区の民生委員・児童委員協議会があり
ます。
 地域に暮らす身近な相談相手として、住民のさまざまな
相談に応じ、そして、その課題が解決できるよう行政機関
をはじめ、必要な支援の「つなぎ役」になります。  
 福祉のことで困ったときは、お住まいの地域の民生委員・
児童委員、主任児童委員までお気軽にご相談ください。
１社会福祉課☎２５－５２０４

募集職種 一般事務（職務経験者）
     一般事務（土木）（職務経験者）
     一般事務（建築）（職務経験者）
募集人数 計３人程度
受験資格
①年齢
・大学卒（S49.４.２～H９.４.１生まれ）
・短大卒（S49.４.２～H11.４.１生まれ）
・高校卒（S49.４.２～H13.４.１生まれ）
②職務経験
 令和元年４月１日から令和６年４月3０日までの間
に、民間企業等における職務経験が３年以上ある方
③職種により資格・免許等が必要なものがあります。
１次試験
と　き ６月22日㈯ ところ 秩父市役所
※１次試験合格者に２次試験を行います。
※日程は変更になる場合があります。

実施要項・申込書の配付
 人事課にて配布しています。
※�市Ｃからのダウンロードも可能です。
受付期間・応募先
５月2０日㈪～６月３日㈪人事課（本庁舎３階）
※�持参の場合は土・日を除く、郵送の場合も期間内
必着

※詳細は、実施要項（市Ｃ）をご確認ください。
１人事課☎２２－２２０７
※�令和７年４月１日採用の募集につい
 ては市報７月号でお知らせします。

新町会長さんのご紹介 民生委員・児童委員をご存じですか？
５月12日は民生委員・児童委員の日です

秩父市職員募集
(令和６年10月１日採用)

町会名 会 長 名
日 野 田 町 山	 本	 和   雄
中 町 久	 保	 忠 太 郎
下 宮 地 町 稲 山 良 守
上 寺 尾 髙	 原	 義   明
中 寺 尾 黒	 澤       功
下 寺 尾 石	 丸	 智   一
下 蒔 田 島	 﨑     　 修
中 蒔 田 風	 間     　 操
上 蒔 田 清 水 栄 二
田 村 宮	 下	 泰   男
上 黒 谷 逸 見 秀 良
中 久 那 吉	 野       貴
上 久 那 丸	 岡	 隆   志
宮 本 笠	 原	 幸   夫

旭 荒	 舩	 隆   之
巴 浅 見 　 健

上 白 久 松	 田       勉
贄 川 髙	 野       樹

 ４月１日付で、次の方が厚生労
働大臣ならびに埼玉県知事から委
嘱されました。
民生委員・児童委員（敬称略）
 町田�昌子（下宮地町）
１社会福祉課☎２５－５２０４

民生委員・児童委員のご紹介

Work for Chichibu City
秩父市で働く。
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令和６年能登半島地震災害義援金を受け付けています。
受付場所：市役所総合案内および吉田・大滝・荒川総合支所窓口

補助対象者
　次の要件を全て満たす方
で、空き家の所有者または
相続人
①市税等の滞納がない方
②�原則、５年以内に当該補
助金の交付を受けていな
い方
対象空き家の要件
①�空家等対策の推進に関する特別措置法による特定
空家（※）の勧告を受けていない建築物
②公共事業等の補償の対象となっていない建築物
③�昭和56年５月31日以前に建築された一戸建ての住
宅（店舗併用住宅は延べ床面積の２分の１以上が
住宅であること）
④１年以上空き家となっている住宅
⑤５年以内に市の補助金交付を受けていない建築物
⑥�所有者、相続人が複数いる場合や所有権以外の権
利者がいる場合に、解体することに関して全ての
権利者の同意を得ることができている建築物
⑦�市内にある個人所有で、不動産業を営む者が営利
目的で所有するものではない住宅
※特定空家とは？
　そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな
る恐れのある状態または著しく衛生上有害となる恐
れのある状態、適正管理が行われていないことによ
り著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生
活環境の保全を図るために放置することが不適切で
ある状態にあると認められる空家等

人権擁護委員ってどんな人？
　人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間のボラ
ンティアの人たちです。この制度は、日頃、地域に
根ざした活動を行っている民間のボランティアの人
たちが、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起
きないように見守り、人権を擁護していくことが望
ましいという考えから設けられたものです。
　現在、約１万４千人（秩父市は10人）の委員が全
国の市町村に配置され、講演会や座談会を開催した
り、法務局や市役所等の人権相談所で市民の皆さん
からの相談を受けるなど、積極的な活動を行ってい
ます。皆さんの一番身近な相談相手です。
人権相談所のご案内
　さいたま地方法務局秩父支局と市では、人権擁護

補助対象となる工事の要件
　次の要件を全て満たす工事
①�空き家を解体し、更地にする工事（家財、動産は
除く）

②�建設業法または建設リサイクル法による登録を受
けた業者が行う工事

③他の同種の補助金等の交付を受けていない工事
④年度内に完了する工事
⑤補助金の交付決定後に着手した工事
※�各要件の詳細については、事前にお問い合わせく
ださい。

補助金額
　消費税を除く解体工事費の３分の１とし、上限金
額は下記のとおり
・市内業者が施工･･･上限30万円
・市外業者が施工･･･上限20万円
 申請後、工事金額に増額があっても、補助金額は
変更できません。また、完了時に見積額を下回る場
合、補助金額が変更になる場合があります。
申請書類　危機管理課窓口にて配布
（市Ｃからダウンロード可）
その他
・�先着順ではありません。予算額を上回った場合は
抽選となります。

・申請は原則、所有者、相続人の方に限定します。
・�前年度に申請して抽選に外れた方を、次年度の優
先補助対象者とします。（再度の申請が必要。添付
書類を一部省略可。事前にお問い合わせください）

２６月１日㈯～30日㈰の平日（９時～17時）に危機
管理課窓口へ提出、または期間内に郵送（当日消印
有効）
１危機管理課☎２２－２２０６
（〒３６８－８６８６熊木町８－１５）

委員による人権相談所を開設しています。（詳細は
24ページをご覧ください）
　人権に関する悩みごとなどお気軽にご相談くださ
い。相談は無料で秘密は守られます。
人権擁護委員のご紹介
　両氏は、秩父市議会12月定例会で議会の同意を得
て、人権擁護委員として法務大臣に推薦、４月１日
付で委嘱されました。
　笠原　弘美 氏
　湯本　則子 氏
１さいたま地方法務局秩父支局
　☎２２－０８２７
　市役所総務課
　☎２２－２２５１

空き家の解体費用の
一部を助成します

人権擁護委員制度をご存じですか？
６月１日は、人権擁護委員法が施行された日です


